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「
児
童
手
当
現
況
届
」
と
「
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
申
請
」
そ
れ

ぞ
れ
の
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
該
当

す
る
人
に
は
、
６
月
上
旬
に
関
係
書

類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
期
間
内
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
「
児
童
手
当
現
況
届
」・「
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
申
請
書
」
の

提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
児
童
手
当

や
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
影
響

を
緩
和
す
る
た
め
、
平
成
27
年
度
も

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
お
よ
び
「
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
が
支
給

さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
臨
時
福
祉
給

付
金
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
申
請
を
受

け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
な

申
請
の
方
法
な
ど
が
決
ま
り
次
第
、

対
象
者
に
申
請
書
類
を
送
付
す
る
と

と
も
に
、広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、「
臨
時
福
祉
給
付
金
」

や「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

に
関
し
て
、

●
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ

（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金

自
動
支
払
機
）
の
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他

人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら

う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
。

●
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、「
臨
時

福
祉
給
付
金
」
や
「
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
」
を
支
給
す
る

た
め
に
、
手
数
料
な
ど
の
振
込
を

求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。

●
現
時
点
で
、
町
や
厚
生
労
働
省
な

ど
が
町
民
の
み
な
さ
ん
の
世
帯
構

成
や
銀
行
口
座
の
番
号
な
ど
の
個

人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
は
、
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
町
や
厚
生

労
働
省（
の
職
員
）な
ど
を
か
た
っ
た

電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が

届
い
た
ら
、
迷
わ
ず
、
町
役
場
や
最

寄
り
の
警
察
署
（
ま
た
は
警
察
相
談

専
用
電
話
（
♯
９
１
１
０
））
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◇
受
付
期
間

　

６
月
１
日（
月
）～
30
日（
火
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
（
土
・
日
を
除
く
）

◇
受
付
先

　

町
民
福
祉
課  

児
童
係

（
1
階
③
窓
口
）

②
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

　

昨
年
実
施
し
た
「
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
」
と
同
様
の
制
度

で
、
今
回
は
次
の
内
容
と
な
り
ま

す
。

・
対
象
児
童
は
、
基
準
日
に
お
い
て

６
月
分
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を

除
く
）の
対
象
と
な
る
児
童
で
す
。

・
給
付
額
は
、
対
象
児
童
１
人
に
つ

き
３
０
０
０
円
で
す
。

・
支
給
は
10
月
以
降
に
児
童
手
当

の
振
込
口
座
へ
の
入
金
と
な
り
ま

す
。

①
児
童
手
当
現
況
届

　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
る
人
は
養
育
状
況
や
所
得
状
況

を
確
認
す
る
た
め
、
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。

※
公
務
員
の
人
は
所
属
庁
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
よ
り
児
童
手
当
の
支
払
い

を
通
知
い
た
し
ま
せ
ん
。
他
機
関

な
ど
に
提
出
す
る
場
合
は
、
証
明

書
を
発
行
い
た
し
ま
す
。

町内私立保育園などの
名称変更のお知らせ

「
児
童
手
当
現
況
届
」と

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
申
請
」

６
月
か
ら
受
け
付
け
ま
す

問
町
民
福
祉
課  

児
童
係　

☎
52
‐
５
８
１
０

振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報
の
詐
取
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

旧名称 新名称

第一保育園 たぶせ保育園

第二保育園 たぶせ第二保育園

西田布施保育園 たぶせ第三保育園

子育て支援センター

012たぶせ

子育て支援センター

おんとも

　平成27年３月から町内私立保育園などの名称が

右の表の通り変わりましたので、お知らせします。

問
町
民
福
祉
課  

福
祉
係　

☎
52
‐
５
８
１
０

問町民福祉課  児童係　☎52-5810


